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小規模家きん(愛玩鶏を含め)飼養者の皆さま へ 

皆さまのご近所に養鶏を業とされる農家さんがいらっしゃいます。家畜伝染病予防法における

飼養衛生管理基準を遵守し、地域一体となって日々家畜防疫に努めるようお願いします。 

【早期発見、入念な臨床観察、早期通報をお願いします】 

 鶏が、野鳥や野鳥の糞便等と接触することを避けましょう。 

 餌の食べ残しや餌こぼれを片付けましょう。また、餌を保管する入れ物には、必ずフタをし、野鳥や

ネズミが来て病気をうつす機会をなくしましょう。 

 鶏舎に立ち入る場合は手指・靴等の消毒を徹底しましょう。 

 飼育舎にはネット（網目２ｃｍ以下）を設置し、穴などがあれば補修しましょう。 

 家きん舎周囲等へ消石灰を散布しましょう。 

（消石灰の散布方法：家きん舎等の周囲２ｍ幅以上に散布；農家さんは実践されています） 

 

 

高病原性鳥インフルエンザ(ＨＰＡＩ)が大流行しています 
 

① ＨＰＡＩは、鳥インフルエンザウイルスの中でも、特に鶏に病気を起こす力が強いウイルスにより起こる

病気です。 

② 鶏は、このウイルスに感染した野鳥や野鳥の糞便等と触れることで、この病気に感染します。 

③ このウイルスに感染すると、多くの事例で、元気がなくなり死亡する場合があります。 

鶏を感染から守るためにも 
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消石灰はネズミ等

の忌避効果もあり
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